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時代の潮流を読む！

切
り口

視
座

視点

観る高さ

見透し方
観る

ポイント

●

・同じ事象を見ても人それぞれに感じ方は違う。
・常識的に見れば常識的な問題点や結論しかでてこない。
・物事をいかに観るか？
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●少年ジャンプはなぜ強かったのか？

問 い

●少年ジャンプは、１９７３年～１９９５年の間、
その永き絶頂期を謳歌した。
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内部統制導入をどう読むか？

切
り口

視
座

視点

1993年11月に成立、公布・施行された「環境基
本法」についで超大型の法律である。今後、１
０年このような法律は成立しないであろう。とう
いことは、千載一遇のチャンス！

内部統制評価（ＩＳ
Ｏの内部監査）を
継続的に、ご支援
することにより、お
客様のＩＴガバナ
ンス向上に資する
ことができる。

・内部統制プロセ
ス（構築→評価→
会計士監査）
・後工程（評価プ
ロセス）も着眼点。

●
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Ｊ－ＳＯＸ施行前と後で何が変わるか？

内部統制
構築・整

備

内部統
制社内
評価

内部統制
社内評価
の監査

財務諸表
作成

財務諸表
監査

内部統制
構築・整

備
評価

財務諸表
作成

財務諸表
監査

会社 外部監査人 会社 外部監査人

① ②

③ ④

① ②

●現行制度では、外部に対して、①と②を報告しているが、Ｊ－ＳＯＸ施行後は、①②③④を
報告することになる。

Ｊ－ＳＯＸ施行前 Ｊ－ＳＯＸ施行後 チャンス！
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金融商品取引法

第２４条の４の４

第二十四条の四の四第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない
会社（第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項
において同じ。）のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他
の政令で定めるものは、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務
計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める
体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書（以下「内部統制報告書」という。）
を有価証券報告書（同条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国
会社報告書を提出する場合にあたっては、当該外国会社報告書）と併せて内閣総理大臣に提出
しなければならない。

第１９３条の２第２項

金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、この
法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令
で定めるものには、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受け
なければならない。ただし、監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないもの
として内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

●２００６年６月７日国会で可決！
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財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準

Ⅰ．内部統制の基本的枠組み
Ⅱ．財務報告に係る

内部統制の評価及び報告
Ⅲ．財務報告に係る

内部統制の監査

【出典：金融庁・企業会計審議会
「財務報告に係る内部統制の評価及び
監査の基準のあり方について」を基に作成】

業
務
の

有
効
性
・効
率
性

財
務
報
告
の

信
頼
性

法
令
等
の

遵
守

資
産
の
保
全

基
本
的
要
素

評
価
単
位

目的

全
社
（
連
結
ベ
ー
ス
）

業
務
単
位

組
織
単
位

事
業
単
位

全
社
的

業
務

プ
ロ
セ
ス

統制環境

リスクの評価と対応

統制活動

情報と伝達

モニタリング

ITへの対応

記
録
及
び
保
存

整備及び運用の方針及び手続

評価の範囲
の決定

全社的な内部統制の評価

業務プロセスに係る
内部統制の評価

経営者による報告

内部統制の有効性の判断

内部統制の重要な
欠陥の是正

監査計画の策定

全社的な内部統制
の評価の検討

業務プロセスに係る
内部統制の評価の検討

監査人の報告

内部統制の重要な
欠陥等の報告と是正

意見の表明

評価範囲の妥当性
の検討

評価範囲
の制約

監査役等
との連携

他の監査人
等の利用

不正等
の報告

監査範囲
の制約

●２００７年２月１５日実施基準を確定
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米ＳＯＸ法とＪ－ＳＯＸ法の比較

５

４

３

２

１

項

財務諸表監査と内部統制監査は同一
の監査法人等でよい

財務諸表監査と内部統制監査との担当監
査法人等の分離

監査人監査におけるインダイレクト・レ
ポーティング方式の採用

監査人監査におけるダイレクト・レポーティ
ングの採用

内部統制の不備区分の簡素化内部統制の不備区分が複雑

評価対象の絞り込み評価対象が広範

経営者による内部統制の評価基準の
明確化

経営者による内部統制の評価基準がない

Ｊ－ＳＯＸ法米ＳＯＸ法
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出典：金融庁・企業会計審議会
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」を基に作成】
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内部統制の４つの目的

◆内部統制が達成しようとする目的
・業務の有効性及び効率性
・財務報告の信頼性
・事業活動に関わる法令等の遵守
・資産の保全

この内、金融商品取引法により評価及び監査の対象となるのは、
「財務報告の信頼性」を確保するための内部統制である。

しかしながら、経営上のプレッシャーから黒字を装う誘惑に
駆られる脅威に対し、業務の有効性及び効率性を高め、黒字を
計上できるよう企業努力することは、結果として財務報告の信頼
性を確保することにつながる。
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内部統制の基本的要素

・情報の識別、把握、処理、伝達

・情報は共有されること

情報と伝達とは、必要な情報が識別、把握及び処理され、組
織内外及び関係者相互に正しく伝えられることを確保すること
をいう。

情報と伝達

組織の業務内容に依存ｏｒＩＴを高度に取り入れて
いる場合等は不可欠の要素

（１）ＩＴ環境への対応

（２）ＩＴの利用及び統制

ＩＴへの対応とは、組織目標を達成するために予め適切な方針
及び手続を定め、それを踏まえて、業務の実施において組織
の内外のＩＴに対し適切に対応することをいう。ＩＴへの対応

・日常的モニタリング

・独立的評価

モニタリングとは、内部統制が有効に機能していることを継続
的に評価するプロセスをいう。モニタリングにより、内部統制は
常に監視、評価及び是正されることになる。

モニタリング

・権限及び職責の付与、職務の分掌等の広範な方
針・手続

・方針・手続は、業務のプロセスに組み込まれ、遂
行されること

統制活動とは、経営者の命令及び指示が適切に実行されるこ
とを確保するために定める方針及び手続をいう。

統制活動

リスクへの対応…回避、低減、移転、受容リスクの評価とは、組織目標の達成に影響を与える事象につ
いて、組織目標の達成を阻害する要因をリスクとして識別、分
析及び評価するプロセスをいう。

リスクへの対応とは、リスクの評価を受けて、当該リスクへの
適切な対応を選択するプロセスをいう。

リスクの評価

と対応

誠実性・倫理観、経営者の意向・姿勢、経営方針・
経営戦略、取締役会・監査役の有する機能、組織
構造・慣行、権限・職責、人的資源に対する方針・
管理

統制環境とは、組織の気風を決定し、組織内のすべての者の
統制に対する意識に影響を与えるとともに、他の基本的要素
の基礎をなし、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、
モニタリング及びＩＴへの対応に影響を及ぼす基盤をいう。

統制環境

備考内容基本的要素

・内部統制の基本的要素とは、内部統制の目的を達成するために必要とされる内部統制の
構成部分をいい、内部統制の有効性の判断の規準となる。
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財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスク

◆粉飾は機械やシステムが引き起こす物ではない

◆財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクは、粉飾
にかかわる可能性が高い人に付け入る脅威と、脅威を引き起こ
してしまう脆弱性によって現実の物となる

リスク ＝ 脅威 × 脆弱性
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粉飾にかかわる可能性が高い人に付け入る脅威

◆ 経営上のプレッシャーから黒字を装う必要に迫られている
・配当維持
・金融機関に対し返済能力があるように見せ掛け
・信用の維持、経営基盤が強固であるように見せ掛け

◆ 企業環境の悪化
・過度の競争又は市場が飽和状態
・顧客の需要が著しく減少
・技術、製品陳腐化

◆ 財務目標を達成するために、経営者や営業担当者に対する過大な
プレッシャー

◆ 個人的な借金があり、返済に充てる金を捻出する必要に迫られている
◆ 取引の失敗などで与えた損失を隠蔽する必要に迫られている
◆ 裏金を捻出する必要に迫られている
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脆弱性（１）

★脅威を引き起こしてしまう弱さ ⇒ 脆弱性

◆利益を生まない経営、戦略、体質
◆不正を自ら正そうとしないモラルの低い経営体質

・不適切な企業価値又は倫理基準が横行
・内部統制における重大な欠陥を発見しても適時に是正

しない企業体質
◆従業員の企業に対する不満
◆悪魔のささやきが聞こえる業務の特質

・取り扱う現金が多額
・棚卸資産が高価で需要が多く、容易に換金可能
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脆弱性（２）

◆誰のチェックも受けずに独断で不正操作ができる環境
・通常の取引過程からはずれた取引の存在
・監査を受けていない取引先の存在
・内部統制に重要な関わりをもつ従業員に強制休暇を

取得させていない
・不適切な財務上の影響力を行使できる仕入先や得意先の

存在
・財務報告プロセスと内部統制に対する監視が効果的でない
・職務の分離又は牽制が不十分な場合
・資産に関する帳簿記録が不十分
・会計及び情報システムに内在する内部統制の重大な欠陥

◆自動化された記録に対するアクセス管理が不十分
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内部統制とマネジメントプロセス（１）

◆内部統制は、マネジメントプロセスのうち、経営者の判断や、
目的の設定、計画の立案、リスク管理そのもの、是正措置と
いった要素は含まれないというのが一般的な考え方である。

◆しかし、企業の体質の改善を効果的に行うためには、
マネジメントプロセスのコアとなるＰ－Ｄ－Ｃ－Ａサイクルの
存在は欠かせない。上記のＰ－Ｄ－Ｃ－Ａサイクル要素を
まわすことにより得られる健全な企業体質の上に内部統制は
築かれるべきであろう。
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モラル
・不正を自ら正す姿勢
・高い意識

事 業
・利益を生み出す企業体質
・目的の明確化

管 理
・不正が出来ない管理
・ＩＴ統制

●ベースに健全なマネジメントプロセスなくして内部統制の構築・運用はありえない。

内部統制
による管理

マネジメント
プロセス

内部統制とマネジメントプロセス（２）
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Ｌ
Ｐ

Ｄ

内部統制を確実なものとするＰＤＣＡ＋Ｌサイクル

Ｃ

Ａ

・安全な情報システム構築
・情報を処理し続ける情報システム

（可用性、事業継続性）
・リソースの管理
・構成を管理
・情報セキュリティ
・インシデントへの対応



20

ＩＴへの対応（１）

【出典：金融庁・企業会計審議会
「財務報告に係る内部統制の評価及び
監査の基準のあり方について」を基に作成】

業
務
の

有
効
性
・効
率
性

財
務
報
告
の

信
頼
性

法
令
等
の

遵
守

資
産
の
保
全

基
本
的
要
素

評
価
単
位

目的

全
社
（
連
結
ベ
ー
ス
）

業
務
単
位

組
織
単
位

事
業
単
位

全
社
的

業
務

プ
ロ
セ
ス

統制環境

リスクの評価と対応

統制活動

情報と伝達

モニタリング

ITへの対応

ITへの対応

組織目標を達成するために、予め適切な方針
及び手続きを定め、それを踏まえて、業務の
実施において組織の内外のＩＴに対し適切に
対応すること。

「ＩＴへの対応」は、内部統制の他の基本的
要素と必ずしも独立に存在するものではない
が、組織の業務内容がＩＴに大きく依存して
いる場合や組織の情報システムがＩＴを高度
に取り入れている場合等には、内部統制の
目的を達成するために不可欠の要素として、
内部統制の有効性に係る判断の規準となる。
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ＩＴ
へ
の
対
応

ＩＴ
環
境
へ
の
対
応

ＩＴ
の
利
用
及
び
統
制

ＩＴ
の
利
用

ＩＴ
の
統
制

組織が活動する上で必然的に関わ
る内外のＩＴの利用状況のことであり、
社会及び市場におけるＩＴの浸透度、
組織が行う取引等におけるＩＴの利用
状況、および組織が選択的に依存し
ている一連の情報システムの状況等

・社会及び市場におけるＩＴの浸透度
・組織が行う取引等におけるＩＴの利用状況
・組織が選択的に採用している一連の情報システムの
状況
・ＩＴを利用した情報システムの安定度
・ＩＴに係る外部委託の状況

組織内において、内部統制
の他の基本的要素の有効性
を確保するためにＩＴを有効
かつ効率的に利用すること、
並びに組織内において業務
に体系的に組み込まれてさ
まざまな形で利用されるＩＴに
対して、組織目標を達成する
ために、予め適切な方針及
び手続きを定め、内部統制
の他の基本的要素をより有
効に機能させること。

・統制環境の有効性のためのＩＴ利用
（経営者のＩＴに対する関心、考え方等）

・組織内外の事象を認識する手段、リスク情報を
共有する手段としてのＩＴ利用

・ＩＴを利用した統制活動の業務プロセスへの組み込み
・組織内部での情報伝達の効果的手段としてのＩＴ利用
・日常業務へのモニタリング自動化

・ＩＴに係る全般統制
－システムの開発、保守
－システムの運用、管理
－アクセス管理などの安全性確保
－外部委託に関する契約の管理

・ＩＴに係る業務処理統制
－入力情報の完全性、正確性等
－例外処理（エラー）の修正等
－マスタデータの維持管理
－システム利用の確証等

ＩＴへの対応（２）
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ＩＴ統制で何が出来るか

◆電子化された記録に対するアクセス管理
・職務上の責任に見合った特権の付与
・アクセスの監視
・ログの分析による不正の検知、抑止

◆正確なデータ処理

◆入力ミスの防止
・二重入力チェック
・限度チェック

◆暗号化による機密情報の保護

◆職務の分離又は牽制
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ＩＴ統制のイメージ図

顧 客

見積作成
納期設定

受注

出荷

売掛管理
（請求）

売掛管理
（入金）

販売実績
ファイル

売掛
ファイル

需要
予測

販売
計画設計 生産

計画

生産
発注

入荷

買掛管理
（検収）

買掛管理
（支払）

仕入先製品在庫
ファイル

工程管理
ファイル

生産実績
ファイル

部品在庫
ファイル

基準生産情報
部品構成ファイル

買掛
ファイル

引合 回答 受注
仕様書

設
計
図
等

購買指示

発注書
在庫
確認

在庫
確認

生産指示

在
庫
更
新

納
品

書
受

領
書

請
求

書
入

金
情

報

納
品

書

受
領

書

請
求

書

支
払
情
報

財務関連
システム

ＩＴ基盤

ＩＴ全般統制
基盤・環境を
保証する統制

ＩＴ業務処理統制
業務処理プロセスに

おいてデータの
網羅性、正確性、

正当性、維持継続性
を確保
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内部統制（ＩＴ統制）から全体ＩＴガバンンスへ

現状システム

財務系を中心に
ＩＴ全般統制対応

支援系も含め
全体最適システム化

イノベーションシステム
（Ｒ＆Ｄ）

マーケティングシステム
（Ｗｅｂ２．０等）

財務関連システム
（販売・購買・在庫・生産・財務）

アフターフォオーシステム
（ＣＲＭ系）

支援システム
（管理会計、ＨＲ）

●内部統制で強化されたＩＴ統制の次は支援系システムも含めた全体最適システムへ

ｐｈａｓｅ１

Ｐｈａｓｅ２

Ｐｈａｓｅ３
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ＩＴガバナンス強化による企業価値の向上

負のリスクへの対応

損失回避（リスクマネジメント）の領域

正のリスクへの対応

価値提供の領域

ＩＴガバナンス（統治力）

マーケット

・コンプライアンス
・プロジェクト管理
・セキュリティ管理
・バックアップ・復旧対策

ｅｔｃ

・戦略的資源配賦
・収益管理
・商品・サービス開発
・パートナーシップ
・運用プロセス改革

ｅｔｃ
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ＩＴガバナンス強化の絶好の機会

内部統制あるいはＪ－ＳＯＸ対応
を「旗印」「スローガン」とし、これ
まで経営資源を配賦できなかっ

たＩＴガバナンス強化を

行うことが可能な“絶好の機会”
である。

Ｊ－ＳＯＸ対応プロジェク
トが、企業グループ全体
を巻き込んだ、大規模プ
ロジェクトとなる。
また、時限的なプロジェ
クトとなる。

Ｊ－ＳＯＸ対応プロジェク
トが、財務諸表の信頼性
の確保に収斂した「内部
統制評価・改善・文書
化」活動になりうる。

従来、ＩＴガバナンスにつ
いて問題認識はあっても、
必要な予算を獲得でき
ない。
あるいは、関係者の理
解が得られなかった経
験を有している。

ＩＴを取り巻く環境は、
時々刻々と変化しており、
要求事項も高度化してき
ている。
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システム管理基準 追補版（案）の３種類のＩＴ統制の評価

ＩＴ全般統制評価

ＩＴ業務処理統制評価

ＩＴ全社的統制評価
連結グループで、システムをどのように位
置付け、管理しているかの統制を評価

不正アクセスや誤ったデータの混入といっ
たリスクを防ぐために、会計関連業務のシ
ステムに組み込まれた統制を評価

会計や販売といった財務報告に関係する
システムが、きちんと動作することを保証
するために整備する統制を評価

●「ＩＴ全般統制評価」をしっかり行い、それを拡充していくことが全体でのＩＴガバナンス
向上につながる。
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部 章 節 項目 マネジメントシステム内容 CobiT4.0 ISO9001 ISO20000 ISO27001
Ⅰ 情報戦略

1 全体最適化
1.1 全体最適化の方針・目標 経営陣の責任 ＰＯ ○ ○ ○
1.2 全体最適化計画の承認 計画承認 ＰＯ ○ ○ ○
1.3 全体最適化計画の策定 計画立案 ＰＯ ○ ○ ○
1.4 全体最適化計画の運用 導入及び運用 ＰＯ ○ ○ ○

2 組織体制
2.1 情報システム化委員会 監視・測定・レビュー・継続的改善 ＤＳ ○ ○ ○
2.2 情報システム部門 プロセス規程 ＤＳ ○ ○ ○
2.3 人的資源管理の方針 力量・認識及び教育・訓練 ＤＳ ○ ○ ○

3 情報化投資 資源の提供 ＰＯ ○ ○ ○
4 情報資産管理の方針 資源の運用管理 ＰＯ ○ ○ ○
5 事業継続計画 事業継続管理 ＰＯ ○ ○
6 コンプライアンス 順守 ＭＥ ○

Ⅱ 企画業務
1 開発計画 計画立案と導入 ＡＩ ○ ○
2 分析 容量・能力管理 ＡＩ ○ ○
3 調達 購買 ＡＩ ○ ○

Ⅲ 開発業務
1 開発手順 製品実現・情報システム開発 ＡＩ ○ ○
2 システム設計 製品実現・情報システム開発 ＡＩ ○ ○
3 プログラム設計 製品実現・情報システム開発 ＡＩ ○ ○
4 プログラミング 製品実現・情報システム開発 ＡＩ ○ ○
5 システムテスト・ユーザ受入れテスト システムの受入 ＡＩ ○ ○
6 移行 製品実現・情報システム開発 ＡＩ ○ ○

Ⅳ 運用業務
1 運用管理ルール 手順・記録 ＤＳ ○ ○ ○
2 運用管理 インシデント・問題・変更・リリース ＤＳ ○ ○
3 入力管理 入力データの妥当性の確認 ＤＳ ○ ○
4 データ管理 内部処理の管理 ＤＳ ○ ○
5 出力管理 出力データの妥当性確認 ＤＳ ○ ○
6 ソフトウェア管理 構成管理 ＤＳ ○
7 ハードウェア管理 構成管理 ＤＳ ○
8 ネットワーク管理 構成管理 ＤＳ ○
9 構成管理 構成管理 ＤＳ ○
10 建物・関連設備管理 物理的・環境的管理 ＤＳ ○ ○ ○

システム管理基準 追補版案ｖｓ ＩＳＯ等（１）
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部 章 節 項目 マネジメントシステム内容 CobiT4.0 ISO9001 ISO20000 ISO27001
Ⅴ 保守業務

1 保守手順 情報システムの保守 ＡＩ ○ ○ ○
2 保守計画 情報システムの保守 ＡＩ ○ ○ ○
3 保守の実施 情報システムの保守 ＡＩ ○ ○ ○
4 保守の確認 情報システムの保守 ＡＩ ○ ○ ○
5 移行 情報システムの保守 ＡＩ ○ ○ ○
6 情報システムの廃棄 物理的・環境的管理 ＡＩ ○ ○ ○

Ⅵ 共通業務
1 ドキュメント管理

1.1 作成 文書管理 ＰＯ ○ ○ ○
1.2 管理 文書管理 ＰＯ ○ ○ ○

2 進捗管理
2.1 実施 監視・測定・レビュー ＭＥ ○ ○ ○
2.2 評価 監視・測定・レビュー ＭＥ ○ ○ ○

3 品質管理
3.1 計画 問題管理 ＤＳ ○ ○ ○
3.2 実施 問題管理 ＤＳ ○ ○ ○

4 人的資源管理
4.1 責任・権限 経営資源の運用管理 ＤＳ ○ ○ ○
4.2 業務遂行 経営資源の運用管理 ＤＳ ○ ○ ○
4.3 教育・訓練 経営資源の運用管理 ＤＳ ○ ○ ○
4.4 健康管理 経営資源の運用管理 ＤＳ ○ ○ ○

5 委託・受託
5.1 計画 外部委託 ＡＩ ○ ○ ○
5.2 委託先選定 外部委託 ＡＩ ○ ○ ○
5.3 契約 外部委託 ＡＩ ○ ○ ○
5.4 委託業務 外部委託 ＡＩ ○ ○ ○
5.5 受託業務 外部委託 ＡＩ ○ ○ ○

6 変更管理
6.1 管理 変更管理 ＡＩ ○ ○ ○
6.2 実施 変更管理 ＡＩ ○ ○ ○

7 災害対策
7.1 リスク分析 事件・事故管理 ＰＯ ○ ○
7.2 災害時対応計画 事件・事故管理 ＰＯ ○ ○
7.3 バックアップ 事件・事故管理 ＰＯ ○ ○
7.4 代替処理・復旧 事件・事故管理 ＰＯ ○ ○

システム管理基準 追補版案ｖｓ ＩＳＯ等（２）
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ＣＯＢＩＴ４.０（Control Object for Information Technology）の領域

＜21＞

ＰＯ１ ＩＴ戦略計画の策定
ＰＯ２ 情報アーキテクチャの定義
ＰＯ３ 技術指針の決定
ＰＯ４ ＩＴプロセスと組織及びその関わりの決定
ＰＯ５ ＩＴ投資の管理
ＰＯ６ マネジメントの意図と指針の周知
ＰＯ７ ＩＴ人材の管理
ＰＯ８ 品質管理
ＰＯ９ ＩＴリスクの評価と管理

ＰＯ１０ プロジェクト管理

ＡＩ１ コンピュータ化対応策の明確化
ＡＩ２ アプリケーションソフトウェアの調達と保守
ＡＩ３ 技術インフラの調達と保守
ＡＩ４ 運用の促進
ＡＩ５ ＩＴ資源の調達
ＡＩ６ 変更管理
ＡＩ７ ソリューションおよびその変更の導入と認定

ＤＳ１ サービス・レベルの定義と管理
ＤＳ２ サードパーティのサービスの管理
ＤＳ３ 性能とキャパシティの管理
ＤＳ４ 継続的なサービスの保証
ＤＳ５ システムセキュリティの保証
ＤＳ６ コストの捕捉と配賦
ＤＳ７ 利用者の教育と研修
ＤＳ８ サービスデスクとインシデントの管理
ＤＳ９ 構成管理

ＤＳ１０ 問題管理
ＤＳ１１ データ管理
ＤＳ１２ 物理的環境の管理
ＤＳ１３ オペレーション管理

ＭＥ１ ＩＴ成果のモニタリングと評価
ＭＥ２ 内部統制のモニタリングと評価
ＭＥ３ 規制遵守の確実化
ＭＥ４ ＩＴガバナンスの提供

計画と組織（ＩＴ環境）

調達と導入（プログラムの開発と変更）

モニタリングと評価（ＩＴ環境）

サービス提供とサポート（コンピュータ・オペ
レーションおよびプログラムとデータへのアクセス）
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ＰＯ ＡＩ ＤＳ Ｍ

初期段階

ＰＯ ＡＩ ＤＳ Ｍ

成長段階

ＰＯ ＡＩ ＤＳ Ｍ

成熟段階

ＰＯ ＡＩ ＤＳ Ｍ

円熟段階

ＩＴガバナンスの成長過程
●内部統制は成熟度レベル３を求めている！

レベル３
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ＩＴに係る内部統制の評価

ＩＴ業務処理統制に不備
がある場合、影響と発
生可能性を検討し、重
要な欠陥に該当するか
どうかを判断する

以下の４項目の有用性を判断

・入力情報の完全性、正確性、正
当性等が確保されること

・エラーデータの正確性が確保され
ること

・マスタ・データの正確性が確保さ
れること

・システムの利用に関する認証・操
作範囲の限定など適切なアクセス
管理がなされていること

・個々の業務システム

ＩＴ業務処理統制

ＩＴ全般統制は信頼性を
確保し、ＩＴ業務処理統
制の継続的な運用を間
接的に支援するもので
ある。よって、ＩＴ全般統
制の不備が直ちに重要
な欠陥と評価されるも
のではない。

以下の４項目の有用性を判断

・ＩＴの開発･保守

・システムの運用・管理

・内外からのアクセス管理などのシ
ステムの安全性の確保

・ＩＴに関する外部委託に関する契
約の管理

・業務管理システムを支援す
るＩＴ基盤

ｅｘ）

販売・購買管理ｼｽﾃﾑ…ＩＳ部

会計ｼｽﾃﾑ…経理部
ＩＴ全般統制

備考評価内容評価単位項
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内部統制の不備

内部統制の不備と是正

重要な
欠陥

高い

中

低い

重要ではない 重要

財務報告に重要な影響を及ぼす
可能性が高い内部統制の不備

１．整備上の不備
・内部統制が存在しない
・規定されている内部統制では内部
統制の目的を十分に果たすことがで
きない

２．運用の不備
・整備段階で意図したように内部統
制が運用されていない
・運用上の誤りが多い
・内部統制を実施する者が統制内容
や目的を正しく理解していない

「重要な欠陥」が発見された場合で
あっても、それが報告書における評価
時期（期末日）までに是正されていれ
ば、財務報告に係る内部統制は有効
であると認めることができる
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ＩＴ全般統制のｺﾝﾄﾛｰﾙと規程・手順書化の関係

・評価時に「ＩＴの規程・手順書」の不足をどこまで指摘するか？
・「ＩＴ全般統制評価支援」では、作業者が一貫して指摘できるように「システム管理基準 追補版」

の「コントロール」評価項目が「実施基準」の「どの項目」に照らして指摘できるかのガイドを作成
しておく必要がある。

実施基準 ３点セット

・業務フロー
・業務記述書

・ＲＣＭ

ＩＴ規程・手順 実施 評価

コントロール
が不足して
いますね。

リスク項目
が不足して
いますね。

災害時対応
管理規程は

ないのですか？

一貫した“評価”の
ための解釈ガイド

が必要！
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監査人の心証を良くするノウハウ（１）

・初年度としては、従来か
ら使用している基幹システ
ムに人的コントロール（承
認など）を追加しまずは対
応した。

・しかし、業務・作業の負
荷が増大しており、人的ミ
スの残留リスクは残る。

・よって、将来的にはＩＴで
対応できる箇所はＩＴ化し
たい。３年計画で段階的に
ＩＴ化による統制を計画して
いる。

・実施基準により求めら
れていることは、人的承
認行為を強化し対応しま
した。従来のＩＴはこの１
０年間問題なく動いてい
るので、今回定めたルー
ルで運用していくつもり
です。よって、１００％対
応したと考えています。

・どこまでが有効で、ど
の辺が有効でないと判
断しているか？

→トップダウンに解決し
ているか？

内部統制全体の構築
状況はどうですか？

２

・方針書は明文化してます。

・我が社が何故、内部統
制を構築運用するかと言
うと・・・

・よって、評価も大変重視
しています。特に、ＩＴ全般
統制はＮＥＳさんにお願い
しています。

・特にありません。Ｊ－Ｓ
ＯＸ法律を義務として実
施するだけです。

・財務に関する完全性は
重要なので、全てルー
ル化して見える化してい
ます。

・トップとして内部統制に
取り組む姿勢を知りたい

・特にＷｈｙ？

・従業員にどうして欲し
いと思っているか？

内部統制構築運用方
針はありますか？説明
して下さい。

１

良い回答悪い回答その心質問項目

被監査組織監査人
NO
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監査人の心証を良くするノウハウ（２）

・ＩＴ化が間に合わず、承認
行為を文書ベースの人的
対応で行っているが、業務
効率の向上を考えて、ＩＴ
化できるところを拡大して
いく予定です。

・文書規定は確実に出
来ており、従来のＩＴに対
し人的対応を充実するこ
とにより進めていきたい。

・全体的に有効であるが、
細かいレベルで課題が
残っていることを認識し
ており、今後とも改善し
ていく姿勢が見られる
か？

今後、継続改善したい
課題はありますか？

４

・今回のＪ－ＳＯＸ対応は
組織の成熟度の向上、企
業価値向上の良い機会と
捉えています。財務処理
の健全性を高めることに
よって、透明度の高い組
織文化を構築でき、管理
会計情報も（トップ）に迅速
に伝わることができます。

・さらに、財務を中心にし
たＩＴガバナンス向上を、イ
ノベーションプロセスや支
援プロセスへ拡大し全体
最適のＩＴ活用に向け推進
していく所存です。

・従業員が全内部統制
の規定を遵守するよう教
育も徹底しており、ルー
ルを守る組織文化がで
きています。

・内部統制を構築・運用
して、組織文化がどのよ
うに変えていきたい、そ
して変わってきたかと感
じているか？

内部統制を構築・運用
した前と後で変化はあ
りますか？従業員の変
化はありましたか？

３

良い回答悪い回答その心質問項目

被監査組織監査人
NO
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監査人の心証を良くするノウハウ（３）

・１０月の評価で７２件、２
月の評価で２７件でた指摘
に対し、重大なものは、こ
のように抜本的対策を行
い、再確認させました。ま
た機微なものも同様に対
策し、内５件を７月までに
対応する計画になってい
ます（予算割当、責任者設
定済み）。観察も・・・

１・取組み姿勢ができてい
るか？

・隠そうとしていない
か？

対応状況はどうなって
ますか？

６

①全体で、５００項目評価
し、重要２件、不備２８件、
観察４２件でました。内訳
は

②全般的な内部統制の評
価で△件

③業務プロセスに係る内
部統制の評価で△件

④ＩＴを利用した内部統制
の評価で△件

⑤委託業務の評価で△件
です。

・業務処理統制は監査
部門に、ＩＴ全般統制はＩ
Ｓ部により評価しました。

報告によると数件の観
察事項があったと聞いて
います。

・定量的に全体を把握し
ているか？

・統計的にＯＫか疑って
かかるか？

評価の実施状況はどう
ですか？

５

良い回答悪い回答その心質問項目

被監査組織監査人
NO
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監査人の心証を良くするノウハウ（４）

・是正計画は責任分担部
門で、即刻作成し委員会
によりトップ承認していま
す。

・是正処置の実施後フォ
ローは評価Ｇが行い、報
告が毎月あがり、委員会
の討議を経て、承認してい
ます。

・是正の指示は出してい
ます。確認は責任部門
が行っているはずです。

・是正指示を適切に出し
て、フォローしている
か？

評価後の是正計画と実
施はどうなっています
か？

８

・評価による是正計画およ
び現場からの申告による
不具合の真の原因を追究
に、○○件を今後このよう
に１年計画で是正していく
計画になっています。

・それまでの間は、計画部
門により常時監視し、緊急
時は直ぐに、少なくとも月
例会議で監視状況の報告
が挙がって来る仕組みに
なっています。また、責任
者はこのメンバです。

・部門の判断で対応し、
実施結果を報告すること
になっています。

・漏れを、放っていない
か？

今後の計画（年間計
画）はどうなっています
か？

７

良い回答悪い回答その心質問項目

被監査組織監査人
NO
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監査人の心証を良くするノウハウ（５）

・販売管理業務にいくつか
のパターンがあることが、
業務フローを書いて分かり
ました。

・今年度はこれで行きます
が、来年度はこことここは
統合する計画です。

・残りは、３年くらいを見て
統合した方が、経営効率
が良いと考え、答申してい
く予定です。

・既存の業務フローを全
て文書化しました。毎年
見直しをして、現実の業
務フローと合致するよう
にしています。

・１つの場合は疑ってか
かる。

・ｎ個有る場合はシンプ
ル化の検討を行ってい
るか？

販売管理業務で似てい
るが、異なるフローがい
くつかあるが、どのよう
に考えているか？

１０

・ＲＣＭの結果抽出したリ
スクに対し、コントロールを
ベストプラクティスに照らし
当てはめて、その結果リス
クがどこまで減るか検証し
ています。

・全てのコントロールは対
応計画の立案、役割分担
を決め、実施・評価し、効
果の確認をシステム監査
も導入し実施しています。

・ＲＣＭはコンサルの協
力を得て実施しました。

・コントロールは想定で
きる範囲で対応していま
す。

・ＲＣＭ＝予防処理と認
識しているか？

・事故になる前に、未然
に予防を発見し、対策を
取っているか？

ＲＣＭによって、事前に
リスクに気づいてコント
ロール活動をしている
か？

９

良い回答悪い回答その心質問項目

被監査組織監査人
NO
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監査人の心証を良くするノウハウ（６）

・運用してみて、計画部門
から、いくつかの不具合の
声が挙がってます。

・内部評価をして見て、不
具合の指摘が挙がってま
す。

・一覧表はこれです。内部
評価の不具合は是正計画
を立て、進捗はこうなって
ます。

計画部門からの声の集計
はこれで、現在、当面の対
応と抜本的改善（是正）を
検討しています。議事録
はこれです。

・いいえ、特にありませ
んでした。

（監査人：本当かな？こ
れは、詳しく見る必要が
ありそうだ．．．）

・非効率になった点はな
いか、現場からの意見を
取り込んでいるか、評価
での指摘は妥当で見直
しているか？

・将来に亘って、継続改
善する意思、体制はある
か？

１年間運用してみて、
不具合が発生して見直
しした箇所はあります
か・

１２

・正直申しますと、２００７
年４月にＰｊスタート、外部
の協力を得て９月までに
構築、１０月１５日本格運
用を開始したので、当面評
価、見直しを２ヶ月単位に
行っていく予定です。

・えっと、２００６年１２月
からＰｊを発足させてまし
たので、２００７年１月に
本格運用を開始したこと
になります。

・準備・運用の時期は妥
当か？

いつから本格的に運用
を始めましたか？

１１

良い回答悪い回答その心質問項目

被監査組織監査人
NO
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監査人の心証を良くするノウハウ（７）

・監査人への事前の充分
な相談、業務処理統制は
○○コンサル会社、ＩＴ全
般統制は当社のベンダー
であるＮＥＣソフトさんに協
力を得て対応しました。

・今後の改善もあるので、
今後１年間は支援を受け
ていきます。

・評価作業は業務処理統
制の評価は自社で、ＩＴ全
般統制評価はＮＥＳさんの
支援を受け、確実に自社
のものとして取り込んで評
価作業を継続的に実施し
ていきます。

・監査人には相談しまし
たが、後は実施基準等
で行いました。特に支援
は受けてません。

・本質的に理解している
か試そう。

・まず、過大になってい
るだろう、重たい部分に
気づいていて、改善して
いく予定があるだろう
か？

構築に当たり、コンサ
ルタント等の支援はあ
りましたか？

１３

良い回答悪い回答その心質問項目

被監査組織監査人
NO
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第１５条：利用目的の特定

第１６条：利用目的による取得制限

第１７条：適正な取得

第１８条：取得・変更時に利用目的等を通知

第１９条：正確性の保持

第２０条：安全管理措置

第２１条：従業者の監督

第２２条：委託先の監督

第２３条：第三者提供の禁止

第２４条：保有個人データの公表

第２５条：データ開示義務

第２６条：訂正・追加・削除請求

第２７条：利用停止義務

第２８条：理由説明義務

第２９条：開示義務

第３０条・第３１条：手数料・苦情処理努力義務

入
手
・
取
扱
規
制
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

情
報
主
体
へ
の
対
応

個人情報保護法は定着した！？
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報

の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本
となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべ
き義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

２００５年４月
に施行済み

内部統制によるＩＴガバナンスの向上も
３年後には定着している！？
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ま と め

法令遵守として最低限実施
しなければならないことを、
確実に実施する。

株主／投資家に対する社会
的責任の一部をまっとうする。

Ｊ－ＳＯＸ法への対応

自らの統制環境や統制活動等
の現状を見直し、ＩＴガバナンス
強化に向けた本質的な活動と認
識する。
また、ＩＴベンダーとの関係を見
直し、監督・牽制を強化するなど
の対応を行う。

上場企業（ユーザ企業）

自らのＩＴ提供能力・統治能力を
示し、説明責任を果たす。
また、ユーザ企業との関係構
築・強化を図る絶好の機会であ
り、競争力強化を左右する取組
みである。

ＩＴベンダー

法令遵守対応の
先にある、ビジネ
ス機会創出やＩＴ
ガバナンスのあ
り方などを追求し
た取組みとして、
企業の価値観形
成や現場のモチ
ベーション向上
につなげていく。
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